
●
日
時
…
７
月
17
日（
日
）

　

午
前
７
時
30
分
受
付
開
始

●
会
場
…
美
原
公
園
水
泳
プ
ー
ル

及
び
陸
上
競
技
場

●
参
加
費
…
１
０
０
０
円

●
対
象
…
小
学
生

●
競
技
内
容
…
①
デ
ュ
ア
ス
ロ
ン

低
学
年（
１
～
３
年
生
）の
部
▼

第
１
ラ
ン
：
４
０
０
ｍ
▼
バ
イ

ク
：
１
２
０
０
ｍ（
３
周
）▼
第

2
ラ
ン
：
４
０
０
ｍ（
１
周
）

②
デ
ュ
ア
ス
ロ
ン
高
学
年（
４

～
６
年
生
）の
部
▼
第
１
ラ

ン
：
８
０
０
ｍ
▼
バ
イ
ク
：

２
４
０
０
ｍ（
６
周
）▼
第
２
ラ

ン
：
８
０
０
ｍ（
２
周
）

③
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
低
学
年（
１

～
３
年
生
）の
部
▼
ス
イ
ム
：

25
ｍ
▼
バ
イ
ク
：
１
２
０
０
ｍ

（
３
周
）▼
ラ
ン
：
４
０
０
ｍ（
１

周
）

④
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
高
学
年（
４

～
6
年
生
）の
部
▼
ス
イ
ム
：

50
ｍ
▼
バ
イ
ク
：
２
４
０
０
ｍ

（
６
周
）▼
ラ
ン
：
８
０
０
ｍ（
２

周
）

●
定
員
…
１
２
０
名

●
申
込
締
切
日
…
７
月
４
日（
月
）

ま
で
に
左
記
へ
電
話
ま
た
は
Ｆ

Ａ
Ｘ
で
申
し
込
み
。

問
申
大
会
事
務
局　

鈴
木

　
　
（
２
３
）３
８
１
５

パ
ー
ク
東
那
須

※
大
田
原
市
役
所
、
黒
羽
支
所
、

湯
津
上
支
所
か
ら
会
場
ま
で
は

バ
ス
で
送
迎
。

●
講
師
…
小
川  

賢
一
先
生  

ほ
か

●
受
講
料
…
５
０
０
０
円

※
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
は
無
償
貸
与
し

ま
す
が
、
個
人
で
お
持
ち
の
方

は
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

●
申
込
方
法
…
６
月
７
日（
火
）

～
７
月
12
日（
火
）に
左
記
ま
で

参
加
費
を
添
え
て
直
接
申
し
込

み（
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
15
分
）

問
申
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　
（
２
２
）８
０
１
７

●
対
象
者
・
定
員
…
市
内
在
住
の

男
女
10
名（
先
着
順
）

●
開
催
日
…
７
月
５
日（
火
）～
９

月
６
日（
火
）（
全
10
回
）

　

毎
週
火
曜
日
午
後
６
時
30
分
～

８
時
30
分

●
場
所
…
大
田
原
ゴ
ル
フ
練
習
場

●
講
師
…
三
浦  

孝
之  
先
生　

●
受
講
料
…
１
２
０
０
０
円

※
ゴ
ル
フ
ボ
ー
ル
代
、
保
険
料
を
含
む

●
申
込
方
法
…
６
月
２
日（
木
）午

前
９
時
か
ら
左
記
窓
口
へ
受
講

料
を
添
え
て
直
接
申
し
込
み
。

問
申
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　
（
２
２
）８
０
１
７

●
日
時
…
６
月
18
日（
土
）

▼
受
付
：
午
前
９
時
～
９
時
30
分

▼
開
会
式
：
午
前
９
時
40
分
～

▼
ゲ
ー
ム
：
午
前
10
時
～

●
会
場
…
王
冠
ボ
ウ
ル

●
参
加
費
…
２
０
０
０
円（
貸
靴

代
込
）

●
競
技
方
法
…
３
ゲ
ー
ム
・
ア
メ

リ
カ
方
式
・
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ

プ
採
用（
決
勝
戦
あ
り
）

●
定
員
…
１
０
０
名（
先
着
順
）

●
申
込
方
法
…
６
月
11
日（
土
）ま

で
に
左
記
へ
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ

Ｘ
ま
た
は
メ
ー
ル
ま
た
は
直
接

申
し
込
み
。

問
申
王
冠
ボ
ウ
ル

　
（
２
３
）４
１
６
０

　
（
２
２
）４
３
５
４

 　

ohkan@
aioros.ocn.ne.jp

●
対
象
者
・
定
員
…
市
内
の
小
学

４
～
６
年
生
、
中
学
生

　

20
名（
先
着
順
）

●
開
催
日
…
７
月
21
日（
木
）～
８

月
18
日（
木
）（
８
月
15
日（
月
）

は
休
講
）の
毎
週
月
・
木
曜
日

の
全
８
回
と
も
午
後
３
時
～
５

時
●
場
所
…
ア
イ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ

●
期
間

①
小
学
生
：
７
月
６
日（
水
）～
９

月
７
日（
水
）毎
週
水
曜
日（
全

10
回
）

　

午
後
６
時
30
分
～
８
時
30
分

②
中
学
生
～
成
人
：
７
月
１
日

（
金
）～
９
月
２
日（
金
）毎
週
金

曜
日（
全
10
回
）

　

午
後
７
時
30
分
～
９
時
30
分

●
会
場
…
美
原
運
動
公
園
テ
ニ
ス

コ
ー
ト（
２
面
）

●
対
象
者
…
大
田
原
市
内
在
住
、

在
勤
ま
た
は
大
田
原
テ
ニ
ス
協

会
登
録
の
方

●
定
員
・
内
容

①
小
学
生
45
人（
シ
ョ
ー
ト
テ
ニ

ス
～
基
礎
テ
ニ
ス

②
中
学
生
～
成
人
30
人（
ク
ラ
ス

別
に
よ
る
基
礎
テ
ニ
ス
）

●
参
加
費

　

小
学
生　
　
　
　

３
５
０
０
円

　

中
学
生
・
高
校
生　

４
０
０
０
円

　

成
人　
　
　
　
　

５
０
０
０
円

※
市
テ
ニ
ス
協
会
登
録
者
は

1
０
０
０
円
割
引（
開
講
日
に

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
で
支
払
）

●
申
込
方
法
…
６
月
３
日（
金
）

～
30
日（
木
）の
平
日
午
前
８
時

30
分
～
午
後
５
時
15
分
ま
で
県

北
体
育
館
に
直
接
申
し
込
み
。

問
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
大
田
原
市
体
育
協

会
テ
ニ
ス
部　

鈴
木

　

０
９
０（
４
９
１
６
）１
６
１
８

第
４
回
市
長
杯
争
奪
ボ
ウ
リ

ン
グ
大
会
参
加
者
募
集

ゴ
ル
フ
入
門
教
室

受
講
生
募
集

第
８
回
大
田
原
キ
ッ
ズ
デ
ュ

ア
ス
ロ
ン
・
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ

ン
大
会
参
加
者
募
集

ジ
ュ
ニ
ア
ゴ
ル
フ
教
室

受
講
生
募
集

大
田
原
テ
ニ
ス
教
室

参
加
者
募
集

●
日
時（
予
定
）

　

７
月
16
日（
土
）・
17
日（
日
）・

18
日（
月
）・
30
日（
土
）・
31
日

（
日
）、
８
月
６
日（
土
）・
７
日

（
日
）・
11
日（
木
）・
20
日（
土
）・

21
日（
日
）《
全
10
回
予
定
》

　

午
前
９
時
30
分
～
11
時
30
分

※
水
温
が
低
い
日
や
天
気
が
悪
い

日
な
ど
プ
ー
ル
を
開
設
で
き
な

い
と
き
は
中
止
と
な
り
ま
す
。

●
場
所
…
美
原
公
園
水
泳
プ
ー
ル

●
対
象
者
…
市
内
の
小
学
１
～
３

年
生
で
泳
げ
な
い
児
童

●
定
員
…
30
名（
先
着
順
）

●
参
加
料
…
１
３
０
０
円（
水
泳

帽
、
保
険
加
入
料
な
ど
含
む
）

を
受
付
時
に
集
め
ま
す
。

●
講
師
…
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
大
田
原
市

体
育
協
会
水
泳
部
員

●
申
込
方
法
…
６
月
21
日（
火
）

～
７
月
５
日（
金
）に
左
記
へ
申

し
込
み
。（
平
日
午
前
８
時
30

分
～
午
後
５
時
15
分
）

●
そ
の
他

▼
教
室
開
催
中
は
保
護
者
同
伴

▼
受
付
時
ま
で
に
水
泳
キ
ャ
ッ
プ

の
サ
イ
ズ
を
計
っ
て
き
て
く
だ

さ
い
。

問
申
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　
（
２
２
）８
０
１
７

夏
休
み
ジ
ュ
ニ
ア
ス
イ
ミ
ン

グ
ス
ク
ー
ル
参
加
者
募
集
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平
成
28
年
４
月
１
日
現
在
、
65

歳
以
上
の
方
で
、
年
金
の
所
得
に

対
し
て
市
民
税
・
県
民
税
が
課
税

さ
れ
る
場
合
、
年
金
か
ら
の
特
別

徴
収
制
度（
年
金
支
給
額
か
ら
市

民
税
・
県
民
税
を
天
引
き
し
て
納

付
す
る
制
度
）に
よ
り
、
市
民
税
・

県
民
税
を
納
付
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
地
方
税
法
第

３
２
１
条
７
の
２
の
規
定
に
基
づ

き
実
施
さ
れ
る
も
の
で
、
個
人
の

選
択
に
よ
る
徴
収
方
法
の
変
更
は

で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
こ
の
制
度
は
あ
く
ま
で

も
徴
収
方
法
を
変
更
す
る
も
の
で

あ
り
、
市
民
税
・
県
民
税
の
計
算

方
法
の
変
更
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。　

●
特
別
徴
収
の
対
象
者

 

・
前
年
中
に
公
的
年
金
の
支
払
い

を
受
け
か
つ
４
月
１
日
に
公
的

年
金
な
ど
の
支
払
い
を
受
け
て

い
る
方

 

・
４
月
１
日
現
在
65
歳
以
上
の
方

 

・
遺
族
年
金
、
障
害
者
年
金
以
外

の
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
支
給

年
額
が
18
万
円
以
上
の
方

 

・
市
の
行
う
介
護
保
険
の
保
険
料

が
年
金
か
ら
特
別
徴
収（
天
引

公
的
年
金
以
外
の
所
得
が
あ
る

場
合
は
、
そ
の
分
に
か
か
る
税

額
は
除
か
れ
ま
す
。　
　

●
税
額
な
ど
の
通
知
…
年
金
か
ら

特
別
徴
収
さ
れ
る
金
額
は
、
送

付
さ
れ
る「
平
成
28
年
度
市
民

税
・
県
民
税
税
額
決
定
・
納
税

通
知
書
」に
記
載
し
て
い
ま
す
の

き
）さ
れ
て
い
る
方

●
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
年
金

老
齢
ま
た
は
退
職
を
支
給
事
由

と
す
る
公
的
年
金

●
特
別
徴
収
さ
れ
る
税
額
…
公
的

年
金
所
得
に
か
か
る
所
得
割
額

と
均
等
割
額

※
給
与
所
得
や
農
業
所
得
な
ど
の

で
、
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
下

記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
仮
特
別
徴
収
税
額
の
算
定
方
法

の
見
直
し
に
つ
い
て

　

平
成
25
年
度
の
税
制
改
正
に
よ

り
、
年
間
の
徴
収
税
額
の
平
準
化

を
図
る
た
め
、
特
別
徴
収
の
２
年

目
以
降
の
方
の
仮
特
別
徴
収
税
額

（
４
・
６
・
８
月
）を
、
前
年
度
の
特

別
徴
収
税
額（
年
税
額
）の
２
分
の

１
に
相
当
す
る
額
と
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
制
度
は
平
成

28
年
10
月
以
後
に
実
施
す
る
特
別

徴
収
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
改
正
は
仮
特
別
徴

収
税
額
の
算
定
方
法
の
見
直
し
で

あ
り
、
年
税
額
の
増
減
を
生
じ
さ

せ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
年
金
特
別
徴
収
の
停
止
…
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
、

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
は
停
止

と
な
り
ま
す
。

 

・
特
別
徴
収
対
象
年
金
の
給
付
を

受
け
な
く
な
っ
た
場
合　

 

・
対
象
者
が
転
出
、
死
亡
し
た
場
合

 

・
市
の
行
う
介
護
保
険
の
特
別
徴
収

被
保
険
者
で
な
く
な
っ
た
場
合

 

・
年
度
途
中
で
公
的
年
金
な
ど
に

か
か
る
所
得
か
ら
算
出
さ
れ
る

市
民
税
・
県
民
税
額
が
変
更
と

な
っ
た
場
合

※
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
が
停
止

さ
れ
、
市
民
税
・
県
民
税
の
未

納
額
が
生
じ
た
場
合
は
普
通
徴

収
に
切
り
替
わ
り
、
市
か
ら
納

付
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
お
手

元
に
届
き
ま
し
た
納
付
書
で
納

付
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
不
明
な
点
は
左
記
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課　

Ｂ
１
階　
　

　
（
２
３
）８
７
２
５

年
金
を
受
給
し
て
い
る
65
歳

以
上
の
方
の
特
別
徴
収
制
度

■特別徴収の方法と例

○特別徴収開始１年目の方（昭和 25年４月２日から昭和 26年４月１日生まれの方）
　年金の前半と後半で徴収方法が異なります。

○特別徴収２年目以降の方（昭和 25年４月１日以前生まれの方）
　年６回の公的年金等支給時に特別徴収となりますが、前半の３回は仮特別徴収税額の
徴収となります。

▶前半：年金にかかる年税額の半分の金額を２回に分け、６・８月に普通徴収（市役所
または金融機関などで納付書により納める方法）により納付。
▶後半：残った年税額を３回に分け、10・12・２月に支給される公的年金から特別徴収。

▶前半：平成 27 年 10 月から翌年３月の間に特別徴収で天引きされた額に相当する額を
３回に分け、４・６・８月に支給される公的年金から特別徴収。
▶後半：平成 28 年分年税額から仮特別徴収税額を差し引いた残りの税額を３回に分け、

10・12・２月に支給される公的年金から特別徴収。

（例）公的年金所得にかかる年税額が 60,000 円の場合

（例）公的年金所得にかかる年税額が 63,000 円の場合

年税額の 1/2 を普通徴収 年税額の 1/2 を年金支給額から特別徴収
期別および

支給月 １期（６月） ２期（８月） 公的年金
（10 月支給分）

公的年金
（12 月支給分）

公的年金
（2 月支給分）

年税額 15,000 円 15,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円
算出方法 年税額の 1/4 年税額の 1/4 年税額の 1/6 年税額の 1/6 年税額の 1/6

仮特別徴収税額を特別徴収 年税額から仮特別徴収税額を差し引い
た額を特別徴収

年金支給月 ４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月
年税額 10,000 円 10,000 円 10,000 円 11,000 円 11,000 円 11,000 円

算出方法

▶平成 28 年度：前年度の 10 月～ 3 月
に特別徴収された金額を 3 回で徴収

▶平成 29 年度：前年度の年税額の半分
の金額を３回で徴収

10 月以降の支給月は、年税額（63,000 円）
から仮特別徴収税額（30,000 円）を差
し引いた額 33,000 円を３回で徴収

税

2016.6
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